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旅券（パスポート）窓口開設時間の拡大について 

 

１ 目的 

  市では、平成 20 年９月から、旅券事務の権限移譲を受け業務を執行しています。

開始当初より、旅券申請受付及び交付事務の業務時間を、県の旅券室と同じ、午 

前９時から午後５時までとしていましたが、今回、市民の利便性を考慮して、旅券 

窓口開設時間を拡大することとしました。 

  なお、県旅券室開設時間以外の申請で、申請者の照会確認が必要な場合は、申請

当日、または翌営業日の確認となるため、状況によっては再度来庁が必要となるこ

とがあります。 
 
２ 窓口開設時間の拡大について 

 (1) 期間   

平成 26 年 10 月１日（水）から 

 (2) 開設時間 

月曜日から金曜日    午前８時 15 分から午後５時まで 

水曜日夜間窓口延長日  午前８時 15 分から午後７時まで 

 (3) 業務内容 

 旅券申請受付及び交付事務 
 
３ 旅券（パスポート）の申請・交付について 

 


